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ますが、経営戦略の本質を学ぶ

ことができますので、経営者や

幹部層にお勧めしたい 1 冊です。 
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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

資格や技能を取得させるため会社で費用を負担したのに、

取得後その社員がすぐに退職してしまうと、会社は社員教

育に投資をした意味がありません。このような場合、資格

取得費用を返還させることはできるのでしょうか。 

 

 

関連する法律 
社員に対する資格取得費用などの返還については、労働基

準法で以下のように定められています。 

 

【第16条】使用者は、労働契約の不履行について違約金

を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 

 

※違約金：約束を破った(契約不履行の)場合、実害の有無に

関わらず支払わなければならない金銭 
 

※損害賠償額の予定：債務不履行の場合に実害額に関わらず

一定額で支払う予定 

 

民法では契約違反に対する損害賠償額の予定を認めてい

ますが、当事者間に交渉力の格差がある労働関係では、労

働者の足留めや強制労働に繋がるなど弊害が大きいため、

民法の特例としてこのように規定されています。 

 

会社は研修などの費用を無駄にしたくないため、資格取得

後一定年数の勤続を義務づけ、違反者には費用返還を求め

たいところでしょう。しかし、そのルールがあると、社員

から「退職の邪魔をしている」と思われるかもしれません。 

 

なお、資格取得費用の返還請求が労働基準法第16条に違

反するかどうかは、主に以下２点を基準に判断されます。 

 

1. 研修費用を「支給した」のか、「貸した」のか 

2. 条件が「不当な拘束」となるか 

 

【1. 研修費用を「支給した」のか、「貸した」のか】 

会社が資格取得などの費用を支給した場合、資格取得後に

継続勤務をしない際に返還を求める行為は「違約金を定め

ること」とみなされ、労働基準法第16条に抵触します。 

 

一方、会社が費用を貸した場合は、「一定期間の勤務や状

況により費用の返済を免除する」という特約付きの金銭消

費貸借契約を締結して会社が費用を立て替えるものであ

るため、原則として同条の違反とはなりません。 

 

資格取得費用貸付制度としては、例えば下記のように段階

的に免除割合を設定し、資格取得後１年～３年程度の勤務

をもって全額を免除する仕組みを設けることができます。 

 

＜貸付費用免除の段階例＞ 

資格取得後の継続勤務期間 免除の割合 

満１年以下 0% 

満１年超２年以下 1/3 

満２年超３年以下 50% 

満３年超 100% 

 

【2. 条件が「不当な拘束」となるか】 

ただし、前述の貸付制度自体に無理がある場合は、同条違

反となる恐れがあります。例えば、①免除に必要な就労期

間が長すぎる場合②返還請求金額が合理的な実費を超え

ている場合③貸付申込が労働者の自由意思ではない場合

などは、労働者を不当に拘束している可能性があります。 

 

また、業務に必要な基礎的技能を付与する場合、教育費用

は会社が負担するべきものとなり、労働者に研修費用を払

わせる条件自体に合理性が認められないこともあります。 

 

巻末のチェックシートをご活用いただき、資格取得などに

関する費用でトラブルが起きないか確認してみましょう。

退職社員に資格取得費用の

返還請求はできるか 

 

資格取得後すぐに退職してしまった社員。そ

のような社員に、会社が負担した資格取得費

用を返還させることはできるのでしょうか。 
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はじめに 

毎年３月は、協会けんぽ保険料（健康保険料・介護保険料）

の改定時期です。近年、少子高齢化・医療費の伸びなどの

影響を受けて保険料率が上昇し続けていましたが、平成

25年度の保険料率は据え置きとなりました。 

 

ここでは、現行の保険料を改めてお知らせし、同時に各種

保険料率などの改定時期を忘れないためのコツについて

解説します。 

 

 

地域別 平成25年度保険料率 
平成25年3月度からの協会けんぽの健康保険料率・介護

保険料率は、前年と変わらず以下の通りです。 

 

【健康保険料率】 

都道府県 保険料率 

北海道 10.12% 

千葉県 9.93% 

東京都 9.97% 

神奈川県 9.98% 

愛知県 9.97% 

京都府 9.98% 

大阪府 10.06% 

兵庫県 10.00% 

奈良県 10.02% 

広島県 10.03% 

愛媛県 10.03% 

福岡県 10.12% 

鹿児島県 10.03% 

沖縄県 10.03% 

 

【介護保険料率】全国一律：1.55％ 

 

 

各種保険料が変わるタイミング 
今回は協会けんぽ保険料率に変動はありませんでしたが、

原則として毎年３月度に変更します。同様に、各種保険料

などには変動タイミングに法則があります。 

 

【1. 暦月による変動タイミング】 

月 種類 備考 

1月 源泉所得税額 
所得税法改正に連動して変更。 

平成25年１月から復興特別所得税も。 

3月 協会けんぽ等保険料率 今回は保険料率据え置き。 

4月 
労災保険料率 

雇用保険料率 

４月に労働保険料改定の可能性あり。

平成25年度は労働保険料も据え置き。 

7月 
社会保険料率 

(健保、厚生年金) 

4 月昇給により、標準報酬月額が著し

く変動する場合。 

9月 厚生年金保険料率 平成29年まで毎年上昇。 

 

【2. 従業員の年齢による変動タイミング】 

年齢 種類 備考 

40歳 [介護保険料] 控除開始 誕生日が属する月分から。 

64歳 [雇用保険料] 控除終了 年度の初日時点で64歳の場合。 

65歳 [介護保険料] 控除終了 誕生日の前日が属する月分から。 

70歳 [厚生年金保険料] 控除終了 誕生日の前日が属する月分から。 

 

給与計算の際には、まず暦月に該当

する場合は率の変動がないかを確認

し、次に年齢による変動が必要かを

確認すると改定漏れを防ぐことがで

きます。 

 

各種保険料についてご質問がありま

したら、お気軽に当事務所までお問

い合わせください。 

平成 25年度 

協会けんぽ保険料率について 

毎年 3 月は協会けんぽ保険料の改定時期

ですが、今年度の保険料率は据え置きとな

りました。 
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若者チャレンジ奨励金とは 
本奨励金は人材育成費用に対して助成されるもので、以下

どちらかの場合に活用できます。 

 

 正社員としての雇用経験などが少なく職業能力形成

機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者とし

て雇い入れて訓練を実施する場合 
 

 すでに有期契約労働者などとして雇用している若者

に、訓練を実施する場合 

 

【訓練奨励金】 

訓練実施期間に訓練受講者１人１月当たり15万円 
 

【正社員雇用奨励金】 

訓練終了後､訓練受講者を正社員として雇用した場合に、

１人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円 

(計100万円) 

 

訓練の対象者 
35歳未満の若者で、以下のいずれにも該当する者。 

 

 過去 5 年以内に訓練を実施する分野で正社員として

およそ 3 年以上継続して雇用されたことがない者な

どで、登録キャリア・コンサルタントにより若者チャ

レンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョ

ブ・カードの交付を受けた者 
 

 訓練を実施する事業主と、期間の定めのある労働契約

を締結する者など 

 

※新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として

卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の

対象者として募集することができません 

 

 

訓練の内容 
 
 自社内でのOJTとOff-JTを組み合わせた訓練 

 全訓練時間でOJTが占める割合：１割～９割 

 訓練期間：３ヶ月～２年 

 １ヶ月当たりに換算した訓練時間数：130時間以上 

 ジョブ・カード：様式４(評価シート)を作成し、訓練

受講者の職業能力の評価を行う 

 

※実習(OJT)と座学(Off-JT)の両方、またはどちらか一方につ

いて、実際に実施した時間数が計画した時間数の８割を下回

る場合は、奨励金は支給されません 

 

手続きの流れ 
 
1. 訓練実施計画を作成し、訓練開始日の１ヶ月前までに

都道府県労働局（またはハローワーク）へ提出する 
 

2. 訓練受講者を選考・決定する 

※訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサル

ティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります 
 

3. 訓練を実施する 
 

4. 訓練奨励金の支給申請をする 

※訓練終了日の翌日から起算して２ヶ月以内に提出 
 

5. 正社員雇用奨励金の支給申請をする 

※訓練修了者を正社員雇用し、１年または２年経過時に提出 

 

なお、本奨励金は平成25年度末までの時限措置です。ま

た、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で申請の

受付が中止される可能性がありますので、注意が必要です。 

 

本奨励金に関してご質問がありましたら、お気軽に当事務

所までお寄せください。 

若者チャレンジ奨励金の

ご案内 
 

正社員雇用を前提に、 35 歳未満の非正規雇

用者に対しOJTとOff-JTを組み合わせた訓練

を実施する場合の奨励金が新設されました。 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

単行本：500ページ 

出 版：東洋経済 

価 格：2,940円（税込） 

 

はじめに 
「競争戦略」と聞くと、過去の実績や数字を並べ立てて、

難しく考えるイメージが浮かぶのではないでしょうか。本

書では、「ストーリー」という観点から、競争優位性をもた

らす戦略論が分かりやすく解説されています。 

 

「ストーリー」とは何か 
著者は、「戦略とは、誰かに話したくてたまらなくなるよう

な面白いストーリーであるべきだ」と主張します。 

 
戦略を構成する要素が絡み合い、全体的にゴールに向かっ

て動いているイメージが動画のように見える。これがスト

ーリーがあるという事です。サッカーに例えてみましょう。 
 

どのポジションにどの選手を配置するかという考えは「点」、

パスがどのように繋がりゴールを目指すかという考えは

「線」です。戦略の実体は、個別の選手の配置・能力では

なく、個別の打ち手を連動させる「流れ」にあるのです。 

 

 

戦略ストーリーの5C 
ストーリーを組み立てる際に柱となるのは、以下5つです。

著者は、「終わりから考えること」が最も重要だと言います。 

 
【1】競争優位 [Competitive Advantage] 

結：利益創出の最終的な論理 

【2】コンセプト [Concept] 

起：本質的な顧客価値の定義 

【3】構成要素 [Components] 

承：競合他社との「違い」 

【4】クリティカル・コア [Critical Core] 

転：独自性と一貫性の資源となる中核的な構成要素 

【5】一貫性 [Consistency] 

評価基準：構成要素をつなぐ因果論理 

 

 

スターバックスの5C 

【1】競争優位 

利益を得る方法は、①WTP(顧客

が払いたいと思う水準)を上げる

②コストを下げるに大別されます。

スターバックスは①を選びました。 

 

【2】コンセプト 

自宅でも職場でもない「第3の場所」がコンセプトです。

コーヒー自体はゆったり過ごすための手段だと考えました。 

 

【3】構成要素 

[雰囲気] 間接照明・大きなソファ  [出店先] オフィス街 

[スタッフ] 研修・福利厚生 [メニュー] 高品質・非日常的 

 

【4】クリティカル・コア 

オーナーがゆったりとした雰囲気づくりに取り組めるよう、

全店、直営方式を採用しました。フランチャイズの場合、

オーナーが「回転率を上げよう」と考えてしまうためです。 

 

【5】一貫性 

クリティカル・コアは、以下のように、ストーリー全体に

一貫性を与える重要な役割を果たしています。 

 

 

本書を参考に、「ストーリー」という切り口から経営戦略を

改めて考えてみてはいかがでしょうか。

ストーリーとしての競争戦略 

～優れた戦略の条件～ 楠木 建 著 

直営方式

店舗の雰囲気

出店と立地

スタッフ

メニュー

第3の場所 WTPの増大

長期利益

クリティカル・コア

構成要素

コンセプト

ゴール

競争優位

スターバックスの戦略ストーリー



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い合

わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 

〒963‐8017 

福島県郡山市長者一丁目3番8号 

イートンセンター111号 司法書士関根信事務所内 

営業時間 平日9:00～17:30 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
所長よりあいさつ 
 

昨年の４月に社会保険労務士として独立して、丸一年が経過しました。 

 

ここまで続けてくることができたのも、周囲の皆様のおかげだと思っております。 

この場を借りて、お礼申し上げます。いつも応援してくださり、本当にありがとうございます。 

 

本年度も、皆様に有益な情報・価値を提供できるよう、社労士として成長していきたいと思います。 

（唐揚げも食べ続けますよ！） 

何卒よろしくお願いいたします。

当事務所からの 
お知らせ 
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資格取得や修学に関する費用でトラブルは起きないか？ 

資格取得・修学等費用トラブル対策チェックシート 

2013年版チェックシート 

本チェックシートを利用して、資格取得や修学に関する費用でトラブルが起きないか確認してみましょう。 

FAXかメールでお送りいただければ、具体的なフィードバックをいたします。 

 

チェック項目  

No チェック項目 

１ 

会社が費用を支払って、資格を取得させたり、研修を受講させることがありますか。 
 

□ ある  □ ない 
 

２ 

【1の回答が「ある」の場合】 

それはどのような資格・技能ですか。また、取得に要する期間・費用はおよそどのくらいですか。 
 

資格名（          ）   期間（        ）   費用（        ）円 
 

３ 

【1の回答が「ある」の場合】 

その資格は職務に必要ですか。 
 

□ 必ず必要   □ できれば必要   □ 直接必要ではないが、教養を深める上であると好ましい 
 

４ 

資格取得や修学について、会社が強制していますか。 
 

□ 強制   □ 任意 
 

5 

資格を取得した後、また修学を終えた後は、最低でも何年勤めてほしいと思いますか。 
 

□ 10年以上   □ 5年以上   □ 2～3年以上 
 

6 

資格取得や修学費用についての規定はありますか。 
  

□ 就業規則だけに規定してある  □ 就業規則にも規定してあり、別規程も設けている  □ 特になし 
 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

 

 


